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それは、漁協、医師会、農協、商工会、観光

協会、保育園、公民館、生協、生活クラブな

ど、これまでは全く視野の外にあった団体が

多く、約３５０団体に及んだ。これは、今後、

原発ゼロの運動にとっても、他の運動にとっ

ても、とてつもなく大きな財産・展望になっ

ている。 

 

原発ゼロ基本法などの課題が鮮明に 

杉原事務局長が 5 つの提案 

第４に、原発ゼロ基本法や被災者支援法、

自然エネルギーの推進方向など、原発をめぐ

る具体的な課題が鮮明になった。小泉元首相

は「自然エネルギーを増やし、原発ゼロの方

がはるかに良い国ができる。原発ゼロは保守

も革新もなく党派を超えて進めていく課題

だ」と述べた。これに呼応して、事務局長の

私は「小泉さんが来年の参議院選挙に向けて

原発を争点にしようと言っている。これは本

気だろう。私たちが本気を出さないわけには

いかない」と述べた。そして、次の５つの具

体的なとりくみを提案した。 

１つめ。今日を機会に、地域で垣根を超え

てみんなが手をつなごう。今日の講演会のこ

とを話題にし、小さな滋賀から、大きなうね

りをつくっていこう。２つめ。このうねりで、

国会で原発ゼロ基本法をつくらせよう。今年

１月に、小泉さんが顧問の「原発ゼロ・自然

エネルギー推進連盟」が原発ゼロ基本法案を

発表した。３月には、この法案を携えて野党、

普段は対極にいる共産党にまで協力を呼び

かけた。前代未聞の出来事だ。史上初めて、

原発の是非を議題にした国会討論が始まる。

当面、再稼動した高浜と大飯の３・４号機を

止めるように関電に求めよう。３つめ。国に、

原発事故で被害にあった人たちの健康と生

活を保障させよう。一昨年、私が訪問したチ

ェルノブイリ原発事故の当事国ウクライナ

などでは、汚染地域に住む人にも移住する人

にも、国が責任をもっていた。日本では、事

故の責任を取るべき国や電力会社が、責任の

ない被害者に「貧困か被曝か」を迫っている。

避難する人も残る人も見捨てる。これを、見

過ごすわけにはいかない。「原発事故被災者

保護法」をつくらせよう。４つめ。原発反対

の議員を多数派にさせよう。司法での巻き返

しを、政治・選挙ではね返そう。最後に５つ

め。元福井地裁の裁判長・樋口英明さんは「こ

れ（原発差し止め判決）を書かせたのは愛国

心だ。本当の保守は原発に反対すべきだ」と

言っている。私たちも、びわ湖と郷土を守る、

本当の愛国心をもって、安心して暮らせる滋

賀と日本、世界をつくろう。 

手前味噌だが、小泉さんや井戸さんとは違

い「知名度ゼロ」の私の提案にも、会場一杯

の思いのこもった拍手を頂いた。「原発はい

らない。安全なびわ湖と郷土で暮らしたい」

この思いで滋賀の住民は深く繋がっていた。 

 

参加者の多くの人が感想を寄せました 

「小泉さんの話は分かりやすかった。日本

が原発ゼロに向かって進む希望を感じた」

「ユーモアも交えた興味深い話を聞けた」

「小泉さんの本気度も知ることが出来た」

「回りのみんなに広く知らしめ、この運動を

もっと大きなうねりとし政府を動かせるよ

うにしたい」。「米原に、こんなに多数集まっ

て嬉しかった」「自分に出来ることを実行に

移す時だ」「最後の事務局長の提案がよく分

かった。この資料が欲しい」「原発ゼロは夢

でない。必ず出来ることだと確信した」「出

来ることから始めたい」「1800 人の輪がどん

どん広がることを願う」など。 

 

このとりくみを振り返りつつ、来年の参院

選挙で「原発ゼロ オール滋賀共闘」をつく

り安倍政治を終わらせることを夢見ている。          
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関西電力や北陸電力に対し、運転差し止めを

求めて法廷闘争を続けている原告団、支援者に

よる広範囲な会議が 12 月 23 日、暮れの行事

でにぎわう京都で催されました。 

呼びかけたのは京都原告団（団長・竹本修三）

氏ら。金沢地裁で「志賀原発を廃炉に」を掲げ

て闘っている原告。名古屋で「40 年廃炉 名古

屋行政訴訟」を続けている原告を含め、近畿圏

を中心にした広範囲の関係者が参加。 

本会からは辻原告団長と支える会の西村が

出席。活発な意見交換、情報共有が行われまし

た。 

京都原告団、事務局長、吉田明生氏の司会で

議事は進行。参加した原告団数は 6、仮処分２。 

各原告団の報告で、辻団長は今後の課題につ

いて 3 点に要約。 

１．使用済み核燃料の処理に対して、「子、孫

に禍根を残さない。憲法に規定されている

生存権としてこれをテーマづける」。新しく、

「いのちを繋ぐ権利」として主張を展開し

ている。 

２．「原発事故は国そのものの破綻を招く。こ

れは憲法が想定していない。だから憲法違

反としてこれを追求する、憲法論をそもそ

も論で打ち出した」 

３．私たち「大津地裁で闘っている原告団は原

発に「絶対安全であること」を求める〝絶対

安全論〟にたって法廷闘争を続ける」と報

告。 

 2019 年支える会総会のご案内 
 3 月 7 日（木）の第 22 回口頭弁論後の記者会見終了後に 2019 年の支える会総会を行い

ますので多数ご参加ください。 

 日時 2019 年 3 月 7 日（木）16:30〜19:00 

    ※裁判や記者会見の状況によって多少ずれる可能性があります。 

 場所 滋賀弁護士会館 

 内容 記念講演 

    「想像を絶する原発被害について」田島義久弁護士 

    「2018 年の原発裁判」井戸謙一弁護団長 

  ※ふたつの講演を概ね2時間程度、残りの時間で支える会の2018年の活動報告と2019

年の活動計画について報告、議論をしていただきます。 

  ※記念講演はどなたでも参加できます。（参加費無料） 
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大阪から参加した水戸喜世子さんからは、先

のミサイル危機に対する仮処分裁判の報告が

あり、進行中の「子ども脱被ばく裁判」につい

て、情報共有と連帯行動を求める発言が続きま

した。会議には①相互交流、②意見交換、③相

互支援の項目がたてられていましたが、各団体

からの熱い発言が続いて時間オーバー。 

今後も年に１、２回はこの会を開き、各原告

団の結束を強めていこう―という吉田氏のま

とめで会をしめくくりました。 

 

（報告・西村修） 

 

 

12 月 22 日、日本科学者会議滋賀支部主催で「先進諸外国の自然エネルギー利用の現状と

原発・火力に依存しない我が国のエネルギー利用の展望」という講演会が大津市内で行われ

ました。講師は河野仁さん（兵庫県立大学名誉教授）です。講演の一部を紹介します。 

 

【温室効果ガスの削減目標が EU などと比べて低い日本】 

 下表に示すとおり日本の温室効果ガスの削減目標は、EU などと比べると、2060 年目標は

同程度となっているが、そこに至る 2020 年、2030 年の目標はかなり低く、2060 年目標が実

現性のないものとなりかねない。 
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【自然エネルギー使用実績も少ない日本】 

 右の表に示すと

おり、自然エネル

ギーの使用実績割

合は、ノルウェー、

デンマーク、ポル

トガルなどでは電

力の 50～90%が自

然エネルギーであ

るのに対し、日本

は 15%と少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【固定価格買い取り制度で太陽光だけがのびた】 

固定価格買い取り

制度導入により、太

陽光だけが大きく伸

びた。ポテンシャル

（潜在発電可能量）

としては後で述べる

ように風力の方が大

きいのだが、これは

業界の力の差ではな

いかと思われる。 

 

 

 

 

【太陽光と風力に接続可能量（接続上限）が設定】 

 日本の電力会社は、電力の需給バランスをたもつうえで、太陽光と風力は変動電源という

理由で「接続可能量」すなわち接続上限を設定し、受け入れを制限している。2018 年は九州

電力がのべ 4 日、太陽光の受け入れを制限した。連携線を使って他の電力会社に送電すべき

であったのにこれをやっていない。四国電力はそれをやっていた。 
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これに対してヨーロッ

パは再生可能エネルギ

ーの接続を優先し、気象

予報により太陽光、風力

発電量を予測し、火力の

出力を調整している。日

本は原発をベースロー

ド電源としてこれを優

先しているため、再生可

能エネルギーが抑えら

れている。 

 なお、東京、関西、中部各電力は接続可能量の設定をしていない。 

 

【日本は風力と太陽光だけで需要のほとんどを賄える】 

下表に示すとおり風力の導入ポテンシャルつまり潜在的発電能力は、現時点の発電設備容

量の 5 倍あり、太陽光をあわせて考えると十分需要をまかなうことができ、原発は不要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】 

 日本は風力、太陽光、水力、バイオマス、地熱など豊富な自然エネルギーがあり、エネルギ

ーの自給が可能。 

 省エネを実現し、化石燃料から自然エネルギーにシフトさせるには、 

① エネルギー基本計画を国民の間、国会で議論する。 

② 「炭素税」「排出権取引」などの法規制と政策が必要。 

③ 電力については、 
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ｱ) 発・送電の法的分離 

ｲ) 送電線への自然エネルギーの優先受け入れルール確立 

ｳ) 電源別の出力コントロールセンタ 0 をつくり、自然エネルギー優先で運用 

ｴ) 発・送電情報の公開（公共性） 

環境対策を考えた風力発電東野設置場所や風車騒音基準などを整える必要がある。 

 

（※講演資料をご希望の方は、次のアドレスに申し込んでいただければ PDF データを送付し

ます。 datsushiga@yahoo.co.jp） 

 

場所 膳所公園、生涯学習センター 

 

※この集会のチラシを同封しています。 

 

※10:30～樋口英明元福井地裁裁判官の講演

が生涯学習センター大ホールで行われます。 

 

※13:30～の集会では井戸弁護団長が基調報

告を行います・ 

 

※支える会は膳所公園にテントを構え、会へ

の入会や会員のみなさに会費納入などを訴

えることとしています。 

 


